＜５つの共通視点にもとづく具体的な取り組み～被災地で生じた主な課題～＞
共通視点⑤ 災害発生時の各レベル（単位民児協、市区町村、都道府県・指定都市ごと）の連絡・情報共有ルールのあり方（情報の混乱、被災地の負担感を防ぐ情報共有ルートの統一など）

＜主な課題＞
	· 発災後、被災地は混乱状態に陥り、誤った情報が都道府県内外で交わされやすいといった懸念がある（情報の一元化の必要性）。
· また、他県や他団体からさまざまな連絡が入り、被災地の負担感も生じているといった課題がある。



対応策 ※指針10か条にはない新規事項
１．情報共有ルートの明確化
	視点
· 単位民児協内での安否確認後から連合民児協内（全国組織まで）の被害情報等の共有ルートのあり方
· 収集・把握する基本的な情報



２．実効性のある取り組みに向けて
（１）具体的な取り組み（事例）
事例
災害時要援護者支援体制マニュアル作成による民児協における情報共有ルートの一元化
（平成30年７月豪雨等を経験した被災県民児協）
[概要]
· 同県における災害時要援護者支援体制マニュアルにおいて、民児協における情報共有ルートの一元化を示してる
	タイミング
	· 単位民児協内での安否確認ができ次第

	誰が
	· 単位民児協から市町村民児協へ
· 市町村民児協から県民児協へ
· 県民児協からブロックおよび全民児連へ

	方法
	· 被災した市町村民児協が単位民児協の被災状況等を集約後、市町村民児協から県民児協に情報提供を行う
· 県民児協は、全民児連およびブロック民児協に共有
· 被災状況等に応じて、必要であれば適切な支援等の協議・検討を単位民児協レベル、市町レベル、県レベル、ブロックレベル、全国レベルで段階的に行う



（２）今後の民児協内外での取り組みに向けた確認ポイント単位民児協等での取り組みの参考にしてみましょう！

（令和６年度 全民児連 評議員セミナーにおける協議結果）

1 事前取り決めの機会・相手は誰か（例）
	· 単位民児協、市区町村民児協、都道府県・指定都民児協、ブロック・全民児連（において共通認識化）
· あわせて、都道府県・指定都市社協、市区町村社協（とも共有化）



2 事前に取り決めておくべきことは何か（例）
	その１：タイミング

	· 単位民児協内での安否確認ができ次第
· 具体的な実施のタイミングは、下記「その３.方法」参照

	その２：主体と相手

	· 単位民児協から市区町村民児協へ
· 市区町村民児協から都道府県・指定都民児協へ
· 都道府県・指定都民児協からブロック・全民児連へ

	その３：方法

	（情報共有に関する具体的なタイミング）
· 地震発生後、各単位民児協会長等の指示のもと委員の安否確認を実施（例：～１日を目安）
· 被災地で生じた主な課題①「発災直後の委員間の連絡や集約（安否確認）方法やタイミング」とも関連
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
· 会長等が集約し市区町村民児協事務局に共有（例：１日～２日を目安）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
· 市区町村民児協事務局が各単位民児協の内容を集約し、都道府県民児協に共有（例：２日～４日を目安）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
· 都道府県・指定都市民児協は、県内・市内にも状況共有するとともに、全民児連およびブロック民児協に共有（例：～１週間程度）

（主に収集・把握する内容）
· 「委員の安否」「現地の状況」「民児協としての課題」「その他」の４つが基本
· 都道府県・指定都市民児協（とくに、県内での事務局同士の連絡）については、発災直後はできるだけ電話は避ける（メール等の活用）





（３）有識者からのコメント（取り組みのツボ！）
一般社団法人 FEEL Do 代表理事 桒原 英文 氏
	· 災害発生時の事務局の役割と機能が重要
　北海道民生委員児童委員連盟（以下、道民児連）では、災害時対応ガイドラインを作成し、災害の状況に応じて道民児連職員を北海道災害ボランティアセンターの先遣隊に参画させる方針を定めています。先遣活動では、道民児連が行う救援活動に必要な情報収集を行い、後方支援内容を協議、検討することや具体的な発災初期の民生委員活動の支援内容も明記されており、この行動指針を単位民児協事務局に周知しています。
都道府県・指定都市社協のなかには、発災後早期に被災地域の社協の状況把握と災害対応の協議等のために職員を先遣隊として派遣する仕組みがありますので、都道府県・指定都市民児協事務局は道民児連のような災害時における対応について検討しておくこととをおすすめします。
また、各民児協事務局は、災害時の被災地民児協の状況把握の方策を検討するとともに、被災地域の民生委員活動を支援するための全民児連「被災地民児協支援金」制度の活用や、民生委員互助制度等の利用に関する情報提供などについても理解しておく必要があります。
一方、全民児連としては、都道府県・指定都市民児協事務局向けの災害支援関連の研修の実施等も必要ではないかと考えます。

· 正副会長をはじめ各委員を支えるために
全民児連「災害に備える民生委員・児童委員活動に関する指針」では、民児協会長の役割が重要視されていますが、単位民児協においては会長が事務局機能の多くを担っていることが多く、平常時にも増して災害時の会長の負担は大きくなります。
　民児協事務局は、平常時に単位民児協会長が行っている資料作成や定例会の開催に関する業務のサポートに力を入れて欲しいと思います。








ぜひ、単位民児協であらためて話し合い、確認してみましょう

その１：タイミング（いつ）
	












[bookmark: _Hlk187836120]その２：連絡の主体と相手（誰から誰へ）
	












その３：方法（どうやって）
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